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最
新
で
あ
る
（
最
終
閲
覧
二
〇
二
〇
年
三
月
一
六
日
）。

○　

セ
ン
タ
ー
名

○　

設
置
市
町
村

○　

運
営
主
体 

○　

所
在
地
、
電
話
番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

○　

開
設
日
時
（
平
日
の
開
設
時
間
、
土
・
日
・
祝
祭
日
の

各
開
設
時
間
） 

○  

備
考
（
二
四
時
間
電
話
対
応
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
）                                

　

本
稿
で
は
、
こ
の
道
庁
作
成
資
料
か
ら
読
み
取
り
う
る

道
内
の
特
徴
に
つ
い
て
概
説
し
、こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、

道
内
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
現
状
把
握
を
さ
ら
に

進
め
て
い
く
に
当
た
っ
て
持
つ
べ
き
視
点
の
整
理
を
試
み

た
い
。

１
．
根
拠
と
し
た
道
庁
作
成
資
料
の
概
要

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、「
介
護
保
険
法
」（
平
成

九
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第
一
二
三
号
）
第
一
一
五
条
の

四
六
等
に
基
づ
き
市
町
村
・
特
別
区
が
設
置
で
き
る
、
地

域
住
民
の
保
健
医
療
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
の
包
括
的
な

支
援
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
る
。「
予
防
重
視
型
シ
ス

テ
ム
へ
の
転
換
」
な
ど
を
趣
旨
と
す
る
同
法
の
二
〇
〇
五

年
改
正
で
導
入
さ
れ
、
改
正
法
施
行
の
二
〇
〇
六
年
四
月

一
日
以
降
、
設
置
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

全
国
の
設
置
数
は
、「
全
国
地
域
包
括
・
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
協
議
会
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
掲
載
情
報
に
よ

れ
ば
、
二
〇
一
八
年
四
月
現
在
で
五
〇
七
九
カ
所
に
上
る

と
さ
れ
る
。
同
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
あ
わ
せ
て
、
日
常
生

活
圏
域
（
概
ね
人
口
二
万
～
三
万
人
に
一
カ
所
が
目
安
）

へ
の
設
置
が
推
進
さ
れ
て
き
た
結
果
、
全
国
の
全
市
町
村

に
最
低
一
カ
所
以
上
の
セ
ン
タ
ー
が
す
で
に
設
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
数
は
毎
年
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
記
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
間
の
関
係
法
の
制
定
・
改
正
を
経
て
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
中
核
的
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
な
ど
も
想

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
機
能
強
化
や
所
管
業

務
の
拡
充
な
ど
も
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
筆
者
は
、
道
内
の
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
設
置
状
況
や
そ
の
特
徴
を
あ
ら
た
め
て
把
握
・

確
認
す
る
べ
く
、
道
庁
の
所
管
課
（
保
健
福
祉
部
高
齢
者

支
援
局
高
齢
者
保
健
福
祉
課
）
が
作
成
し
、
道
庁
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
上
に
掲
載
・
公
表
し
て
い
る
資
料
を
分
析
し
た
。

「
平
成
二
九
年
度
道
内
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
状

況
（
平
成
二
九
年
四
月
一
日
現
在
）」
と
い
う
表
題
を
付

さ
れ
た
こ
の
資
料
（
以
下
、
道
庁
作
成
資
料
）
は
、
以
下

の
事
項
を
内
容
と
す
る
道
内
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
一
覧
表
で
あ
る
。本
稿
執
筆
の
二
〇
二
〇
年
三
月
現
在
、

右
記
の
と
お
り
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
時
点
の
も
の
が

道
内
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
状
況
に
つ
い
て

　
　
─ 
道
庁
作
成
の
一
覧
表（
二
〇
一
七
年
四
月
現
在
）の
分
析
に
基
づ
き

　

正　

木　

浩　

司
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２
．
道
内
の
設
置
状
況
の
特
徴

　

⑴　

設
置
数

　

道
内
一
七
九
市
町
村
（
三
五
市
一
四
四
町
村
）
の
設
置

す
る
セ
ン
タ
ー
の
数
は
、
総
計
で
二
七
五
に
上
る
。「
介

護
保
険
法
」
上
、
セ
ン
タ
ー
設
置
の
責
任
主
体
は
市
町
村

と
さ
れ
、
設
置
は
市
町
村
の
判
断
に
よ
る
が
、
冒
頭
で
も

触
れ
た
と
お
り
、
現
状
で
は
未
設
置
の
市
町
村
は
全
国
に

一
つ
も
な
い
た
め
、
道
内
で
も
全
市
町
村
が
一
カ
所
以
上

の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
済
み
で
あ
る
。
ま
た
、
セ
ン
タ
ー
の

設
置
数
お
よ
び
各
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
の
割
り
方
は
、

日
常
生
活
圏
域
な
ど
を
勘
案
し
な
が
ら
、
各
市
町
村
が
設

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
複
数
の
セ
ン
タ
ー
の

設
置
、
既
存
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
の
見
直
し
（
分
割
、

統
合
、
再
編
）
な
ど
も
可
能
で
あ
る
。

　

道
内
の
市
町
村
ご
と
の
設
置
数
は
、図
表
１
の
と
お
り
、

相
対
的
に
人
口
の
多
い
都
市
自
治
体
の
そ
れ
が
よ
り
多
く

な
っ
て
い
る
。
多
い
順
に
、
札
幌
市
二
七
、
旭
川
市
一
一
、

函
館
市
一
〇
と
、
指
定
都
市
お
よ
び
中
核
市
が
上
位
を
占

め
る
。
二
カ
所
以
上
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
市
町

村
は
計
一
九
団
体
で
あ
り
、
残
り
一
六
〇
市
町
村
は
設
置

数
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

道
庁
の
一
四
振
興
局
所
管
区
域
別
に
設
置
数
の
内
訳
は

図
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
最
多
は
札
幌
市
を
含
む
石
狩

の
五
〇
、
最
少
は
市
町
村
数
が
最
も
少
な
い
根
室
の
五
で

あ
る
。
ま
た
、
市
部
（
三
五
団
体
）
の
設
置
数
は
計
一
二

九
、
町
村
部
（
一
四
四
団
体
）
は
計
一
四
六
で
あ
る
。

　

二
七
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
・
札
幌
市
は
、

一
〇
の
行
政
区
ご
と
に
二
も
し
く
は
三
の
セ
ン
タ
ー
を
そ

れ
ぞ
れ
設
置
し
て
い
る
。
行
政
区
と
し
て
の
設
立
が
比
較

的
新
し
い
厚
別
区
、
清
田
区
、
手
稲
区
の
三
区
が
二
で
、

残
り
七
区
が
全
て
三
で
あ
る
。
な
お
、
札
幌
市
で
は
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
合
わ
せ
て
、
同
セ
ン

タ
ー
の
役
割
を
補
助
す
る
協
力
機
関
と
し
て
、「
介
護
予

防
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
て
い
る
。
そ
の
設
置
数
は
、
各

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
ご
と
に
一
～
三
カ

所
、
計
五
三
カ
所
に
上
る
。

　

セ
ン
タ
ー
名
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
名

称
も
三
市
町
六
セ
ン
タ
ー
で
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
北

広
島
市
の
「
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」（
四
カ
所
）、
七
飯

町
の
「
介
護
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」、南
富
良
野
町
の
「
地

域
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
る
。

　

⑵　

運
営
方
式

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
方
式
は
、
市
町
村
の

直
営
か
、
法
お
よ
び
省
令
の
定
め
る
一
定
の
条
件
を
満
た

す
民
間
事
業
者
へ
の
委
託
か
、
各
市
町
村
の
判
断
に
よ
る

選
択
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　

道
内
二
七
五
の
セ
ン
タ
ー
の
運
営
方
式
は
、
直
営
一
四

九
、
委
託
一
二
六
と
い
う
内
訳
で
あ
る
。
比
率
に
し
て
五

四
：
四
六
で
あ
り
、
ほ
ぼ
半
々
で
拮
抗
し
て
い
る
が
、
直

営
が
若
干
多
い
。
た
だ
し
、
市
部
と
町
村
部
で
特
徴
が
分

か
れ
て
お
り
、
図
表
２
の
と
お
り
、
市
部
が
直
営
一
九
に

対
し
委
託
一
一
〇
で
委
託
が
圧
倒
的
に
多
く
、
町
村
部
は

直
営
一
三
〇
に
対
し
委
託
一
六
と
直
営
が
圧
倒
的
に
多
い
。

運
営
方
式
の
全
国
的
な
傾
向
に
つ
い
て
、『
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
業
務
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
事

業
報
告
書
』（
三
菱
総
研
、二
〇
一
五
年
三
月
）
に
よ
る
と
、

直
営
は
約
二
七
％
、
委
託
は
約
七
三
％
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
半
数
以
上
が
直
営
と
い
う
実
態
は
、
道

内
の
設
置
状
況
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
。

　

運
営
方
式
に
関
す
る
道
内
市
町
村
の
選
択
の
内
訳
は
、

「
全
て
直
営
」
が
一
四
四
市
町
村
（
一
三
市
一
三
一
町
村
、

八
〇
・
四
％
）
と
圧
倒
的
に
多
く
、「
全
て
委
託
」
が
三

二
市
町
村
（
一
九
市
一
三
町
村
、
一
七
・
九
％
）、「
直
営

と
委
託
の
併
用
」
が
三
市
（
一
・
七
％
）
で
あ
る
。「
全

て
直
営
」
が
全
体
の
八
割
を
占
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

設
置
セ
ン
タ
ー
数
に
お
い
て
直
営
と
委
託
の
総
数
が
ほ
ぼ

＜図表１＞　道内市町村別のセンター設置数
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半
々
に
分
か
れ
る
の
は
、
先
ほ
ど
設
置
数
の
上
位
と
し
て

紹
介
し
た
札
幌
市
、
旭
川
市
、
函
館
市
な
ど
の
都
市
自
治

体
が
軒
並
み
委
託
を
選
択
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ

ら
三
市
だ
け
で
計
四
八
（
一
七
・
五
％
）
に
上
る
。

　
「
直
営
と
委
託
の
併
用
」、す
な
わ
ち
、複
数
の
セ
ン
タ
ー

を
設
置
し
な
が
ら
、
運
営
方
式
に
お
い
て
直
営
と
委
託
を

併
用
し
て
い
る
三
市
と
は
、石
狩
市
（
直
営
二
、委
託
二
）、

岩
見
沢
市
（
直
営
一
、
委
託
三
）、
釧
路
市
（
直
営
二
、

委
託
五
）
で
、い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
「
平
成
の
大
合
併
」（
一

九
九
九
～
二
〇
一
〇
年
）
で
の
合
併
を
経
た
自
治
体
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
石
狩
市
と
釧
路
市
は
、
中
心
区
域
に
設
置

す
る
セ
ン
タ
ー
の
運
営
で
は
委
託
を
選
択
し
な
が
ら
、
旧

町
村
区
域
ご
と
に
市
直
営
の
セ
ン
タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
置
い

て
い
る
点
で
共
通
す
る
。

　

道
内
市
町
村
の
特
徴
と
し
て
最
も
多
い
の
は
、「
一
カ
所

の
セ
ン
タ
ー
を
直
営
」
で
、こ
れ
が
一
四
二
市
町
村
（
七
九
・

三
％
）
に
上
る
。
一
方
、
直
営
セ
ン
タ
ー
を
複
数
設
置
し
て

い
る
の
は
石
狩
市
（
四
カ
所
中
二
カ
所
が
直
営
）、、
釧
路
市

（
七
カ
所
中
二
カ
所
が
直
営
）、
八
雲
町
、
日
高
町
の
四
市
町

に
と
ど
ま
り
、
い
ず
れ
も
設
置
数
は
二
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四

市
町
も
「
平
成
の
大
合
併
」
の
合
併
自
治
体
で
あ
る
。
八
雲

町
と
日
高
町
は
、
合
併
前
の
旧
町
単
位
に
町
直
営
の
セ
ン

タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
て
い
る
点
、
旧
町
区
域
の
間
が
遠

い（
移
動
に
相
当
の
時
間
を
要
す
る
）と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

　

⑶　

委
託
先

　

運
営
が
委
託
さ
れ
て
い
る
一
二
六
の
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

＜図表２＞　道庁振興局所管区域別のセンター設置数、市と町村の運営方式の内訳
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る
差
も
特
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

平
日
以
外
で
は
、
土
曜
日
の
開
設
は
三
〇
セ
ン
タ
ー
で

行
わ
れ
て
い
る
が
、
平
日
並
み
に
夕
方
（
午
後
五
～
六
時

の
時
間
帯
）ま
で
開
設
し
て
い
る
の
は
二
一
セ
ン
タ
ー
で
、

残
り
九
セ
ン
タ
ー
は
午
前
中
の
み
（
遅
く
と
も
午
後
一
時

ま
で
に
業
務
終
了
）
の
開
設
で
あ
る
（
う
ち
一
セ
ン
タ
ー

は
第
二
・
第
四
土
曜
日
に
限
定
）。
ま
た
、
日
曜
日
の
開

設
は
二
セ
ン
タ
ー
、
祝
祭
日
の
開
設
は
四
セ
ン
タ
ー
で
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
土
・
日
・
祝
祭
日
全
て

で
開
設
し
て
い
る
の
が
二
セ
ン
タ
ー
、
土
・
祝
祭
日
に
開

設
し
て
い
る
の
が
二
セ
ン
タ
ー
あ
り
、
い
ず
れ
も
運
営
方

式
は
委
託
で
あ
る
。

　

二
四
時
間
電
話
対
応
は
、
相
談
の
受
付
に
限
ら
れ
る
と

す
る
と
こ
ろ
も
含
め
、
七
つ
の
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
て
い

る
。
う
ち
四
セ
ン
タ
ー
は
小
樽
市
設
置
で
、
運
営
方
式
は

い
ず
れ
も
委
託
で
あ
る
。
長
沼
町
と
中
頓
別
町
の
セ
ン

タ
ー
は
、
町
直
営
な
が
ら
二
四
時
間
電
話
対
応
も
実
施
し

て
い
る
と
い
う
点
で
特
筆
し
う
る
。

　

こ
の
ほ
か
、標
茶
町
の
セ
ン
タ
ー
（
直
営
）
は
平
日
（
八

時
四
五
分
～
一
七
時
三
〇
分
）
の
み
の
開
設
だ
が
、
備
考

欄
に
「
相
談
業
務
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
も
記
さ
れ

て
お
り
、
表
向
き
の
開
設
時
間
外
に
も
一
定
の
対
応
が
あ

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

３
．
さ
ら
な
る
現
状
把
握
に
向
け
て

　

道
庁
作
成
資
料
の
分
析
か
ら
、
道
内
の
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
特
徴
や
傾
向
な
ど

を
見
出
し
得
た
が
、
当
然
な
が
ら
、
各
セ
ン
タ
ー
の
現
状

の
全
て
、
あ
る
い
は
、
各
セ
ン
タ
ー
の
独
自
性
な
ど
を
把

握
し
尽
く
せ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　

今
後
に
お
い
て
さ
ら
な
る
現
状
把
握
を
目
指
す
と
す
る

な
ら
ば
、
各
市
町
村
や
各
セ
ン
タ
ー
の
関
係
者
を
対
象
と

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
な
ど
が
必
要
に

な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
、
い
か
な
る
点
を
押
さ

え
て
い
く
べ
き
か
、
道
庁
作
成
資
料
に
は
記
載
の
無
か
っ

た
主
な
項
目
を
い
く
つ
か
列
記
し
て
み
た
い
。

　

第
一
は
、
セ
ン
タ
ー
の
沿
革
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

管
見
の
限
り
、
存
外
把
握
が
難
し
い
の
が
既
存
の
セ
ン
タ
ー

の
設
立
等
の
時
点
（
年
月
日
）
で
あ
る
。
基
本
情
報
の
一

つ
と
思
わ
れ
る
が
、
各
市
町
村
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
て

も
容
易
に
は
わ
か
ら
な
い
。
セ
ン
タ
ー
の
設
置
や
所
管
区

域
は
省
令
の
定
め
る
基
準
や
手
続
き
に
基
づ
き
決
め
ら
れ

る
が
、
例
え
ば
、
既
存
の
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
が
分
割

さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
新
た
な
セ
ン
タ
ー
が
増
設
さ
れ
る
と

い
っ
た
変
更
は
、
頻
繁
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で

も
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
必
要
に
応
じ

て
行
わ
れ
う
る
。
そ
の
変
遷
に
は
地
域
の
実
情
の
変
化
も

反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
節
目
と
な
る
時
点
を

正
確
に
押
さ
え
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
運
営
方
式
や
委
託
先
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
変
更
前
の
状
態
、
変
更
日
、
変

更
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

第
二
は
、
セ
ン
タ
ー
の
組
織
や
職
員
配
置
に
関
す
る
こ

と
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
に
は
保
健
師
等
、
社
会
福
祉
士
、

主
任
介
護
支
援
専
門
員
と
い
う
三
種
の
専
門
職
の
配
置
が

て
、
委
託
先
の
法
人
形
態
の
内
訳
を
見
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

　

最
も
多
い
の
が
「
社
会
福
祉
法
人
」
の
七
四
（
五
八
・

七
％
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会

（
以
下
、
市
町
村
社
協
）
が
二
八
（
二
二
・
二
％
）、
市
町

村
社
協
以
外
の
社
会
福
祉
法
人
が
四
六
（
三
六
・
五
％
）

と
な
っ
て
お
り
、
全
体
で
見
て
も
後
者
が
最
も
多
い
。

　

次
い
で
多
い
の
が
「
医
療
法
人
」
の
四
七
（
三
七
・
三
％
）

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
医
療
法
人
（
社
団
・
財
団
）
が
三

四
（
二
七
・
〇
％
）、社
会
医
療
法
人
が
一
三
（
一
〇
・
三
％
）

と
い
う
内
訳
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
の
五
つ
の
セ
ン
タ
ー
は
、「
一
般
社
団
・
財

団
法
人
」
四
（
三
・
二
％
）、「
独
立
行
政
法
人
」
一
（
〇
・

八
％
）
の
内
訳
で
あ
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
全
体
の
六
割
弱
を
社
会
福
祉
法
人
が
、

四
割
弱
を
医
療
法
人
が
占
め
、
そ
の
他
ご
く
少
数
の
事
例

と
し
て
一
般
社
団
・
財
団
法
人
、
独
立
行
政
法
人
が
あ
る

と
い
う
格
好
に
な
る
。

　

⑷　

開
設
日
・
時
間

　

セ
ン
タ
ー
の
開
設
時
間
に
つ
い
て
、
平
日
で
は
、
全
セ

ン
タ
ー
が
、
概
ね
午
前
八
時
三
〇
分
～
午
前
九
時
の
時
間

帯
に
業
務
を
開
始
し
、
概
ね
午
後
五
時
～
午
後
六
時
の
時

間
帯
に
業
務
を
終
了
し
て
い
る
。
平
日
の
開
設
時
間
に
つ

い
て
は
設
置
者
市
町
村
の
役
所
・
役
場
の
開
庁
時
間
に
準

じ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
、
例
え
ば
早
朝
や
夜
間
の
開
設

な
ど
は
一
例
も
な
く
、
直
営
か
委
託
か
の
運
営
方
式
に
よ
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【
参
照
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】

・　

厚
生
労
働
省＞

「
地
域
共
生
社
会
」
の
実
現
に
向
け
て

https://w
w

w.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000184346.htm
l

・　

厚
生
労
働
省＞

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

https://w
w

w.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/

chiiki-houkatsu/

・　

札
幌
市
役
所＞

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
介
護
予
防
セ

ン
タ
ー

https://w
w

w.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/

k170houkatuyobou.htm
l

・　

全
国
地
域
包
括
・
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
協
議
会

http://w
w

w.zaikaikyo.gr.jp/index.htm
l

・　

北
海
道
庁＞

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ペ
ー
ジ

http://w
w

w.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/houkatuC/

tiikihoukatuitiran.htm

※　

最
終
閲
覧
は
い
ず
れ
も
二
〇
二
〇
年
三
月
一
六
日
。

＜

ま
さ
き　

こ
う
じ
・
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
研
究
員＞

法
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
、
省
令
に
配
置
数
の
基
準
も

示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
ど
の
資
格
を
持
っ
た
職
員
が

何
人
配
置
さ
れ
て
い
て
、
ど
の
業
務
に
ど
の
く
ら
い
の
規

模
で
日
々
対
応
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
し
て
細
か
に
聞
き
取
る
し
か
な

い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
直
営
セ
ン
タ
ー
の
場
合
、
所
管
課

と
セ
ン
タ
ー
の
機
構
上
の
関
係
や
、
所
管
課
職
員
の
兼
務

の
状
況
な
ど
も
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
い
わ
ゆ
る
非
正
規
公
務
員
（
臨
時
・
非
常

勤
職
員
、会
計
年
度
任
用
職
員（
二
〇
二
〇
年
四
月
導
入
）、

任
期
付
職
員
な
ど
）
が
年
々
増
加
す
る
今
日
の
状
況
を
鑑

み
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
で
の
そ
の
配
置
の
有
無
、
配
置
が
あ

る
と
す
れ
ば
そ
の
人
数
、
担
当
業
務
、
労
働
条
件
の
把
握

な
ど
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

第
三
は
、
セ
ン
タ
ー
の
実
施
事
業
の
内
容
と
支
援
実
績

に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
の
実
施
す
る
事
業
と

し
て
は
、必
須
事
業
で
あ
る
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
」

や
「
包
括
的
支
援
事
業
」（
総
合
相
談
支
援
、
権
利
擁
護
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
、
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
）
の
ほ
か
、任
意
事
業
（
介
護
給
付
費
等
適
正
化
事
業
、

家
族
介
護
支
援
事
業
な
ど
）
や
独
自
事
業
も
あ
り
得
る
。

任
意
事
業
と
独
自
事
業
に
は
実
施
の
有
無
な
ど
で
差
が
生

じ
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
ご
と
の
特
色
が
現
れ
う
る
部
分
で

あ
る
。
各
事
業
の
支
援
実
績
と
合
わ
せ
て
、
ど
の
事
業
に

よ
り
力
を
入
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
地
域
の

要
介
護
者
・
要
支
援
者
の
特
徴
や
実
情
の
把
握
に
も
つ
な

が
り
う
る
。

　

以
上
の
ほ
か
に
も
、「
地
域
ケ
ア
会
議
」
の
実
施
状
況

に
関
す
る
こ
と
（
メ
ン
バ
ー
、
開
催
頻
度
、
毎
回
の
議
題

な
ど
）、庁
内
に
お
け
る
他
課
・
他
事
業
と
の
連
携
の
現
状
、

地
域
に
お
け
る
公
的
団
体
や
民
間
事
業
者
と
の
連
携
（
多

機
関
・
多
職
種
連
携
）
の
現
状
、
セ
ン
タ
ー
職
員
の
労
働

環
境
、
直
営
セ
ン
タ
ー
と
委
託
セ
ン
タ
ー
の
運
用
上
の
差

異
な
ど
、
把
握
す
べ
き
テ
ー
マ
は
当
然
な
が
ら
多
岐
に
わ

た
り
、
今
後
の
調
査
課
題
と
し
た
い
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
役
割
は
、
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
構
築
も
含
め
、「
地
域
共
生
社
会
の
実
現
」

を
理
念
と
す
る
近
年
の
社
会
保
障
・
福
祉
分
野
の
政
策
動

向
な
ど
を
背
景
に
、
介
護
保
険
制
度
の
枠
を
越
え
て
広
が

り
つ
つ
あ
る
。

　

そ
の
一
方
に
は
、
厳
し
い
人
的
・
財
政
的
制
約
の
下
に

あ
り
な
が
ら
、
セ
ン
タ
ー
の
適
正
な
運
営
と
さ
ら
な
る
事

業
拡
大
を
求
め
ら
れ
る
な
か
で
、
理
念
と
現
実
の
板
挟
み

に
な
っ
て
い
る
市
町
村
の
実
情
も
あ
る
。
先
般
、
道
内
の

あ
る
自
治
体
が
設
置
す
る
セ
ン
タ
ー
の
職
員
か
ら
聞
き

取
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
数
年
は
特
に
、
次
か

ら
次
へ
と
事
業
が
上
か
ら
降
っ
て
き
て
、
職
員
を
多
少
増

や
し
て
も
、
セ
ン
タ
ー
の
人
手
不
足
は
一
向
に
改
善
さ
れ

な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
二
〇
二
〇
年
二
月
）。

　

今
後
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営
実
態
の
把
握
が
進
み
、
事
業

の
質
の
い
っ
そ
う
の
向
上
や
運
営
の
さ
ら
な
る
効
率
化
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
生
活
水
準
の
向
上
、
セ
ン
タ
ー
職
員

の
労
働
環
境
の
改
善
が
進
む
こ
と
が
望
ま
れ
る
。


